
資料２－１

「知的財産推進計画２００６」と「平成１８年度実施計画」

知的財産推進計画２００６の概要
（平成１８年６月８日 知的財産戦略本部決定）

知的財産推進計画２００６の概要知的財産推進計画２００６の概要
（平成１８年６月８日（平成１８年６月８日 知的財産戦略本部決定）知的財産戦略本部決定）

１．創造

① 大学知的財産本部・ＴＬＯの一本化や連携強化の推進

２．保護

① 特許審査迅速化・効率化推進本部を中心とした取組の
推進

（任期付審査官の増員、登録調査機関の参入促進、特
許戦略懇談会（仮称）の設置等）

② 特許審査ハイウェイの日米間の試行開始、韓国他との
具体化推進

③ 特許出願による技術流出の防止

（先使用権のガイドラインの策定等）

④ 模倣品・海賊版対策の強化

（模倣品・海賊版拡散防止条約の早期実現等）

３．活用

① 企業の知財の戦略的活用を支援

② 国際標準総合戦略の策定

③ 中小企業「知財駆け込み寺」等の相談窓口の整備

④ 「地域知財戦略本部」活動を推進

⑤ コンテンツの振興

（ＩＰマルチキャスト放送の積極的活用、東京発日本ファッ
ション・ウィークの抜本的強化等）

⑥ 知的財産人材育成総合戦略の実施



特許審査迅速化の中・長期目標を達成するための
平成１８年度実施計画のポイント

特許審査迅速化の中・長期目標を達成するための特許審査迅速化の中・長期目標を達成するための
平成１８年度実施計画のポイント平成１８年度実施計画のポイント

１． １７年度目標の達成状況及び１８年度目標

１７年度目標 １７年度実績 １８年度目標

一次審査件数 ２４万件以上 ２４．５万件 ２９．６万件以上

審査順番待ち期間 ２７ヶ月以内 ２５．７ヶ月 ２８ヶ月以内

（注）１８年度については、審査請求期間を７年から３年に短縮したことによる影響で、当面審

査順番待ち期間の更なる長期化が避けられない中、特許審査迅速化・効率化推進行動計画

を全省的な取組として実施。

２． １８年度の具体的取組

（参考）
項目 １８年度目標 １７年度実績

　審査官の増員
審査官１１０人増員

（任期付審査官９８人含む）
審査官１１５人増員

（任期付審査官９８人含む）

　外注件数の拡大
４登録機関

１９．１万件以上
３登録機関
１８．７万件

　早期審査 全件９月以内
全件９月以内（６，４３０件）

（平均２．２月）

　特許電子図書館
　の機能強化

・先行技術情報を迅速に検索するため
のテキスト検索の機能向上
・分割出願に関する情報を提供する機
能の充実

・関連外国出願や審査で用いた先
行技術情報等の検索機能の追加
・特許公報等の一括ダウンロード
機能追加

　国際的な審査協力
日米の特許審査ハイウェイの試行と、

他国への拡大の検討開始
各国の特許審査情報への

アクセス改善


